
クローバープランが目指す目標
クローバープランの事業により、男女共同参画社会の考え方が市民や企業などに浸透し、家庭や地域社会において男女
共同参画が実現しているかどうか成果を見るため、以下の指標を設定します。

男女平等意識
■「男は仕事・女は家庭」という考え方に対して反対だと
　感じている市民の割合

■男女は平等であると感じている市民の割合

プランについての問合せはこちらまで
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／〒471-0034 豊田市小坂本町1-25 豊田産業文化センター2階
／〈火～土〉9：00～21：00 
　〈日曜日〉9：00～17：00
／0565（31）7780
／0565（31）3270

■E -m a i l
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平成18年3月発行

／clover@city.toyota.aichi.jp
／http://www.hm4.aitai.ne.jp/̃clover
／毎週月曜日（但し月曜日が祝日の場合は開館）・年末年始

現状 81.4％ 21年度
目標 90％以上

女性の人権
■女性の人権について日ごろ意識している市民の割合

現状 57.7％ 21年度
目標 70％以上

■女性のための相談室「クローバーコール」の認知度
　（知っている割合）

現状 20％ 21年度
目標 50％以上現状 24.9％ 21年度

目標 30％以上
◎家庭生活において

現状 8.5％ 21年度
目標 20％以上

◎社会通念、慣習や風潮において

現状 12.9％ 21年度
目標 20％以上

◎職場で

現状 19.7％ 21年度
目標 30％以上

◎地域社会の場で

家庭内での男女の役割
■家庭における夫婦の役割分担の現状
　（夫婦が共同で行っている割合）

現状 12.1％ 21年度
目標 20％以上

◎家事

現状 34.2％ 21年度
目標 50％以上

◎子育て

現状 32.4％ 21年度
目標 50％以上

◎老親等の世話や介護

女性委員割合
■審議会における女性委員割合

現状 28.2％ 21年度
目標 30％

■地域会議における女性委員割合

現状 19.6％ 21年度
目標 30％

（Ｈ14 女性の暴力に関する意識と実態調査報告書）

（Ｈ17年度 現況値）

（Ｈ15 市民意識調査）

（H15 豊田市男女共同参画に関する意識調査）

（H15 豊田市男女共同参画に関する意識調査）

と輝くことのできる社会を目指して
とよた男女共同参画プラン － クローバ－プラン － （後期） 〈概要版〉



具体的な取組は次のページを御覧ください

DV
（ドメスティック・バイオレンス）

なぜ今、男女共同参画社会？
なぜ今、男女共同参画社会でなければいけないのでしょう？ 男女共同参画社会実現のため豊田市ではこんな取組をしてきました

豊田市の現状はどうなのでしょう？ 市民の声を聴いてみました

様々な社会問題は、一見別々の問題のように見えますが、この根底には「女はこうあるべき」「男はこうあるべき」という性別役割意識が
根強く残っていることにより、周囲からの期待に応えないといけないという重圧が原因と言われています。

家庭や地域、職場など全ての場において、女性も男性も性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができる男女共同
参画社会の実現が望まれています。

性別役割意識によって生きづらさを抱える人たちを少しでもなくすため、豊田市では平成11年度「とよた男女
共同参画プラン（クローバープラン：計画期間H12～21年度）」を策定し130の行政の施策と「個人･家庭・
地域」と「企業・会社」と共に男女共同参画社会の実現に取り組んできました。

　　　平成15年8月／豊田市男女共同参画に関する意識調査
　　　平成17年9月／男女共同参画プランパブリックコメント　などにより、
市民の方々の意見をお聞きし現状を把握しました。これにより、今後、豊田市の男女共同参画社会の実現に向
けて取り組むべき課題を明らかにし、豊田市の目指す社会をより明確にするためにプランの見直しを行いました。

女性が働き続けることが難しい社会

仕事ストレス・家計を担う男性への過重負担

対等な人間関係意識の欠如（力による支配）

母親だけにかかる子育てへの重圧

男性の生きがい・生活能力の欠如

社会問題を
解決するために

課題解決の
ために豊田市が
目指す将来像を
設定しました

5年が経過……

策定から5年が過ぎ市民の理解や関心はどう変わったでしょう

そこで

とよた男女共同参画プラン（後期）〈クローバープラン ： 計画期間21年度まで〉

【年齢別就業率】
豊田市では、結婚・出産・育児を機に仕事をやめる
女性が全国平均より多い！

【夫や恋人から女性に対する暴力の実態】
豊田市の女性10人に１人が、夫や恋人から何らかの
暴力を受けている。これは全国平均よりもやや高い！！

職場の女性は、
まだ育児で

仕事を辞める人が
多いですよね。

育児休暇や有給は、
上司や職場の理解が

あってこそ
休みがとれるものだと

思います。

豊田市民一人ひとりが、男女共同参画社会の理念を真に理解
する市民となることが求められます。

真の理解

女性の社会参画だけでなく、男性も社会のあらゆる分野に
参画する機会の拡大と平等を実現していくことが必要です。

機会の平等

市民一人ひとりが、その必要性や理念を理解し、具体的な
行動を起こすこと、それによって社会の仕組みやあり方を
変革する波をつくることが求められています。

「理解」から「行動」へ

ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメント
などの人権侵害の撤廃に努め、また、職場や地域社会での
合理性のない男女の格差については見直しを行うことが
必要です。

不当な男女格差・人権侵害の解消

少子化 中高年の自殺

児童虐待 熟年離婚
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家事も育児も
母親の責任と

思っているみたいで
休日でも夫は

協力してくれません。

男は「男のくせに…」と
全てにおいて

強くなくちゃいけないし、
女性は「女のくせに…」と
頑張ってもあまり好意的に

認められない。
これっておかしいですよね。

男性が育児に
参加するためには、
学校や企業など

社会に残っている慣習や
固定観念から
変えていかないと
いけませんね。

個人 社会
私たち豊田市民は、社会を構成する対
等なメンバーとして自覚と責任をもって、
多様で自分らしい生き方を選択してい
きます。

多様な生き方を自らが決定し、お互いの生き方を認め合うことで、市
民一人ひとりがその個性と能力を生かせる豊田市。

私たち豊田市民は、男女が互いを良き
パートナーとして認め合い、個性と能力
に応じて社会のあらゆる分野を支えあう
共同型社会を実現します。

とと輝輝くことのできくことのできるる社会社会と輝くことのできる社会

目指す社会が見えてきた！

子どもが風邪を
ひいた時、

男性が病院に連れて
行くために会社を休むと、
育児は女性がするもの
という意識があり、
休みにくいですよね。

意識調査から見えてきたもの

市民の皆さんの声から課題が見えてきました



豊田市における男女共同参画社会を実現するために５つの重点的な取組を設定しました。その取組に関連する重点事業を展開します。

あなたの　　　   を応援するための重点的な取組

男性も一緒に
家事・育児・介護を！
あらゆる分野における男女の共同化が実現した社会を
将来像に見据えながら、
その第一歩として、
男性の家事・育児・介護分野への参加を促します。

①マタニティ教室・パパママ教室への
　父親の参加促進
②父親参加型の育児講座の開催
③男性応援講座の開催
④家族介護教室の開催

②共同化の実現

地域や企業にも
積極的に働きかけます！
地域や企業の男女共同参画社会を実現するために、
地域活動における意思決定の場への女性の参画を促すとともに、
企業における男女の不平等の実態を把握し、
是正のための企業への働きかけや
男女共同参画に向けた取組を支援していきます。

①「自治区実態調査」による女性参画状況の継続調査
②地域会議における女性委員の選任促進(新規）
③事業主担当者会議の開催
④職場における男女共同参画意識調査の実施(新規）
⑤男女共同参画講師派遣事業の実施
⑥男女共同参画の視点をもった入札参加資格条件の導入(新規）

③地域・企業における男女共同参画の推進

まずは職員から
意識改革をすすめます！
職員や各種相談に応じる相談員などすべてが
ジェンダーに敏感な視点をもって、
市民に接し、リードしていくことが必要です。
このため、職員対象の男女共同参画研修を実施し、
ジェンダーを正しく理解した職員を育成していきます。
また、審議会など意思決定過程への
女性の選任を進めていきます。

①審議会等への女性委員の選任促進
②職員を対象とした男女共同参画研修の実施
③交流館職員に対する男女共同参画研修の実施（新規）
④ジェンダーチェックマニュアルの作成（新規）

⑤職員の意識改革

男女共同参画って何？とは
もう言わせません！
性別役割分業意識の克服が男女共同参画社会の実現における課題です。
メディアを活用した情報提供・情報発信、講座やイベントを開催して、
市民への男女共同参画意識の浸透を図っていきます。

①情報誌（クローバー）の発行
②男女共同参画社会に関する情報発信
　（FM、HP等）
③男女共同参画啓発講座の開催
④男女共同参画イベントの開催

①男女共同参画意識の浸透

人権に関する
正しい理解を
すすめます！
子ども期から男女平等に関する
正しい知識を持てるよう
学校教育を進めるとともに、
人権に関する理解を促す学習機会を設け、
セクシュアル・ハラスメントや
ドメスティック・バイオレンスの発生抑止や
問題の解決にあたっていきます。

①教育委員会副読本の活用指導　
②ジェンダーマンガの発行・配布　　　
③女性のための相談事業の実施　　

④男性のための相談事業の実施（新規）
⑤民間ＤＶ支援団体への支援実施（新規）
⑥緊急一時保護施設の確保（新規）

④人権尊重・遵守




